
三次市電気料金高騰対策事業者支援事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は，原油価格の高騰に伴う電気料金の大幅な上昇の影響を受け

た市内の法人又は個人事業者（以下「事業者等」という。）に対し，当該事業

者等が事業に要した電気料金の一部として，三次市電気料金高騰対策事業者支

援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより，事業者等の

経済的負担の軽減，事業継続を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語は，当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 事業者等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企

業者であって，市内に事業所を有する法人又は個人事業者。ただし，発行

済み株式若しくは出資の２分の１以上を同一の大企業者に所有されている

法人又は発行済み株式若しくは出資の３分の２以上を大企業者に所有され

ている法人は除く。 

イ 法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第２に該当する法人又は法人

税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人。ただし，政治団体及

び宗教法人を除く。 

⑵ 大企業者 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動

の調整に関する法律（昭和５２年法律第７４号）第２条第２項第１号で規定

するものをいう。 

 ⑶ 事業に要した電気料金 第１号に定めた事業者等が，市内事業所において

事業の用に供した電気料金をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 事業者等 

 ⑵ 年金収入を除く収入のうち，主たる収入が事業収入であって，その前年の



収入が１２０万円以上である事業者等 

 ⑶ 令和３年（法人は前事業年度）分確定申告をしている事業者等 

２ 令和４年中に事業を開始した事業者等にあっては，前項第２号及び第３号の

規定にかかわらず，補助対象者とする。 

 （不交付要件） 

第４条 前条の規定にかかわらず，次に掲げるものは，補助対象者としない。 

⑴ 代表者，役員又は使用人その他の従業員等が，暴力団（三次市暴力団排除

条例（平成２３年三次市条例第１８号）第２条第１号に規定する暴力団をい

う。），暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。）又は

暴力団員等（同条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。）に該当す

る者 

⑵ 補助金の交付を受けようとする対象経費について，同様の趣旨の国，県又

は市の補助金の交付を受けたもの 

 ⑶ 納期限の到来した市税・料を完納していない者 

⑷ 前３号に掲げるもののほか，補助金の趣旨等に照らして適当でないと市長

が認めるもの 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費は，令和４年７月から同年１２月までの間，

事業者等が市内の事業所において事業に要した電気料金のうち，任意の３月の

電気料金とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げるものは補助対象経費としない。 

⑴ 三次市指定管理施設電気料金負担軽減補助金交付要綱（令和４年三次市告

示第２５０号）の補助対象経費とした電気料金 

⑵ 令和３年度に広島県感染拡大防止協力支援金（以下「県支援金」という。）

を受給した事業者にあっては，県支援金の受給対象期間が含まれる月と比較

し，補助対象経費とした電気料金 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は，補助対象経費とした電気料金から前年同月の電気料金を

除き，その各月の増加した額の合計額から消費税及び地方消費税相当額を除い

た金額の２分の１以内とする。ただし，１，０００円未満の端数が生じるとき



は，これを切り捨てる。 

２ 令和４年中に事業を開始した事業者等で，前年同月の電気料金が発生してい

ない場合は，別に定める方法により補助金の額を算出するものとする。 

３ 前２項に規定する補助金の額は，１５０万円を上限とする。 

４ 補助金の交付は，１補助対象者につき１回限りとする。 

 （補助金交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，三次

市電気料金高騰対策事業者支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の書

類を添えて，申請しなければならない。 

⑴ 三次市電気料金高騰対策事業者支援事業補助金交付申請に係る宣誓書（様

式第２号） 

⑵ 三次市電気料金高騰対策事業者支援事業補助金交付申請額計算書（様式第

３号） 

⑶ 補助金の額の算定に必要となる電気料金明細書等 

⑷ 市内に事業所を有し，事業活動を営んでいることを証する書類 

⑸ 振込先口座通帳の写し 

⑹ 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

 （補助金交付決定等） 

第８条 市長は，前条の申請があったときは，審査の上，その適否を決定，確定

し，三次市電気料金高騰対策事業者支援事業補助金交付決定兼交付確定通知書

（様式第４号）又は三次市電気料金高騰対策事業者支援事業補助金不交付決定

通知書（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第９条 申請者は，前条の規定により交付の確定した補助金の支払を受けようと

するときは，三次市電気料金高騰対策事業者支援事業補助金交付請求書（様式

第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は前項による請求を受けたときは，速やかに補助金を支払うものとする。 

 （補助金の返還） 

第１０条 市長は，申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定及び

交付確定又は交付を受けたときは，補助金の交付決定及び交付確定を取り消し，



又は既に交付した補助金を返還させることができる。 

 （その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか，事業に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は，令和４年１２月１６日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は，令和５年３月３１日限り，その効力を失う。 

 （告示失効後の経過措置） 

３ 第１０条の規定は，この告示失効後も，なおその効力を有する。 


